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衆
議
院
議
員
岡
田
克
也
君
提
出
イ
ラ
ク
に
お
け
る
自
衛
隊
の
活
動
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
対
応
措
置
の
実
施
に
係
る
航
空
自
衛
隊
の
所
要
経
費
に
つ
い
て
、
現
段

階
で
集
計
が
終
了
し
て
い
る
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
実
績
は
、
約
百
三
十
三
億
円
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、

（
組
織
）
防
衛
本
庁
の
（
項
）
防
衛
本
庁
と
し
て
約
五
十
五
億
円
、
（
項
）
武
器
車
両
等
購
入
費
と
し
て
約
十
六
億
円
、

（
項
）
装
備
品
等
整
備
諸
費
と
し
て
約
六
十
三
億
円
で
あ
る
。

ま
た
、
法
に
基
づ
く
対
応
措
置
の
実
施
に
係
る
航
空
自
衛
隊
の
所
要
経
費
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
度
予
算
に
お
け
る
そ

の
内
訳
は
、
（
組
織
）
防
衛
本
省
の
（
項
）
防
衛
本
省
と
し
て
約
八
億
円
、
（
項
）
武
器
車
両
等
購
入
費
と
し
て
約
三
千
万

円
、
（
項
）
装
備
品
等
整
備
諸
費
と
し
て
約
七
億
円
で
あ
る
。

な
お
、
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
所
要
経
費
に
つ
い
て
は
、
分
離
し
て
算
出
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

一



航
空
自
衛
隊
の
部
隊
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
ア
リ
・
ア
ル
サ
レ
ム
飛
行
場
を
拠
点
と
し
、
イ
ラ
ク
国
内
の
ア
リ
（
タ
リ
ル
）

飛
行
場
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
飛
行
場
、
エ
ル
ビ
ル
飛
行
場
に
対
し
、
Ｃ－

一
三
〇
Ｈ
型
機
に
よ
る
輸
送
を
行
っ
て
き
た
。
現
在
、

輸
送
回
数
は
お
お
む
ね
週
四
、
五
回
程
度
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
へ
の
運
航
（
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
開

始
）
が
お
お
む
ね
週
一
回
程
度
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
経
由
の
エ
ル
ビ
ル
へ
の
運
航
（
同
年
九
月
六
日
開
始
）
が
お
お
む
ね
週
一
回

程
度
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
余
は
ア
リ
（
タ
リ
ル
）
飛
行
場
へ
の
運
航
で
あ
る
。
な
お
、
同
年
九
月
の
国
際
連
合
（
以
下

「
国
連
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
支
援
開
始
以
降
、
お
お
む
ね
月
四
、
五
回
程
度
が
国
連
支
援
の
た
め
の
運
航
で
あ
る
。

ま
た
、
派
遣
当
初
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
五
日
ま
で
の
間
に
総
計
四
百
九
十
回
運
航
し
、
約
五
百
二
十
二
・
四
ト
ン
の
物

資
の
輸
送
を
行
っ
た
。
輸
送
の
内
容
は
、
我
が
国
か
ら
の
人
道
復
興
関
連
の
物
資
、
陸
上
自
衛
隊
の
人
員
・
生
活
物
資
そ
の

他
の
補
給
物
資
、
関
係
各
国
・
関
係
機
関
等
の
物
資
・
人
員
、
国
連
支
援
活
動
関
連
の
物
資
・
人
員
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

う
ち
、
平
成
十
八
年
七
月
十
七
日
に
陸
上
自
衛
隊
派
遣
部
隊
の
サ
マ
ー
ワ
か
ら
の
撤
収
以
降
は
、
運
航
回
数
が
百
四
十
五
回
、

輸
送
し
た
物
資
の
量
が
約
四
十
六
・
五
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。

航
空
自
衛
隊
の
部
隊
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
観
点
か
ら
、
で
き
る
限
り
公
表
し
た
い
と

考
え
て
い
る
が
、
運
航
を
実
施
し
て
い
る
自
衛
隊
員
は
も
と
よ
り
、
輸
送
対
象
と
な
る
関
係
各
国
、
関
係
機
関
等
の
人
員
の

二



安
全
確
保
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
空
輸
実
績
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
公
表
し
な
い
こ
と

と
し
、
定
期
的
に
、
輸
送
回
数
、
輸
送
物
資
等
を
大
別
し
た
内
容
、
輸
送
物
資
の
累
積
重
量
を
ま
と
め
て
示
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

我
が
国
が
実
施
し
て
い
る
国
連
の
物
資
及
び
人
員
の
輸
送
は
、
法
が
規
定
す
る
人
道
復
興
支
援
活
動
に
該
当
す
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

航
空
自
衛
隊
は
、
国
連
及
び
多
国
籍
軍
の
物
資
及
び
人
員
の
輸
送
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
、
法
に
基
づ
き
、
我
が

国
の
人
道
復
興
関
連
物
資
等
の
輸
送
も
実
施
し
て
い
る
。

多
国
籍
軍
が
行
う
イ
ラ
ク
の
国
内
に
お
け
る
安
全
及
び
安
定
を
回
復
す
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
我
が
国
が
実
施
す
る

輸
送
は
、
法
が
規
定
す
る
安
全
確
保
支
援
活
動
に
該
当
す
る
。
一
方
、
多
国
籍
軍
の
権
限
に
は
イ
ラ
ク
の
復
興
を
支
援
す
る

活
動
も
含
ま
れ
て
お
り
、
多
国
籍
軍
が
実
施
し
て
い
る
か
か
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
我
が
国
が
実
施
す
る
輸
送
は
、
法

が
規
定
す
る
人
道
復
興
支
援
活
動
に
該
当
す
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
「
後
方
支
援
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
全
確
保
支
援
活
動
は
、
法
第
三
条
第
一

三



項
第
二
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
イ
ラ
ク
の
国
内
に
お
け
る
安
全
及
び
安
定
を
回
復
す
る
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
を

国
連
加
盟
国
に
対
し
て
要
請
す
る
国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
（
以
下
「
安
保
理
決
議
」
と
い
う
。
）
第
千
四
百
八
十
三
号

又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
政
令
で
定
め
る
国
連
の
総
会
若
し
く
は
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
き
、
国
連
加
盟
国
が
行
う

イ
ラ
ク
の
国
内
に
お
け
る
安
全
及
び
安
定
を
回
復
す
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

法
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
て
い
る
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
等
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
イ
ラ
ク
政
府
に
よ
る
有
効
な
統
治
の
確
立

に
向
け
た
政
治
状
況
の
進
展
、
現
地
の
治
安
に
係
る
状
況
、
国
連
及
び
多
国
籍
軍
の
活
動
状
況
及
び
構
成
の
変
化
等
の
諸
事

情
を
、
政
府
と
し
て
よ
く
見
極
め
つ
つ
、
イ
ラ
ク
の
復
興
の
進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

法
に
基
づ
く
対
応
措
置
の
実
施
に
係
る
陸
上
自
衛
隊
の
所
要
経
費
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
集
計
が
終
了
し
て
い
る
平
成
十

八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
実
績
は
、
約
七
百
二
十
一
億
円
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
（
組
織
）
防
衛
本
庁
の
（
項
）
防

衛
本
庁
と
し
て
約
四
百
八
十
二
億
円
、
（
項
）
武
器
車
両
等
購
入
費
と
し
て
約
九
十
三
億
円
、
（
項
）
装
備
品
等
整
備
諸
費

と
し
て
約
百
四
十
七
億
円
で
あ
る
。

四



な
お
、
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
所
要
経
費
に
つ
い
て
は
、
分
離
し
て
算
出
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

陸
上
自
衛
隊
が
人
道
復
興
支
援
活
動
と
し
て
実
施
し
た
主
な
活
動
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

医
療
に
係
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
ム
サ
ン
ナ
ー
県
内
四
か
所
の
病
院
の
医
師
等
に
対
す
る
診
療
・
治
療
技
術
の
助
言
・

指
導
、
サ
マ
ー
ワ
救
急
車
セ
ン
タ
ー
要
員
に
対
す
る
搬
送
技
術
指
導
、
県
医
薬
品
倉
庫
及
び
県
保
健
局
に
対
す
る
医
療
技

術
指
導
等
を
合
計
二
百
七
十
七
回
実
施
し
た
。

�

給
水
に
係
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
四
日
ま
で
の
間
、
合
計
約
五
万

三
千
五
百
ト
ン
、
延
べ
千
百
八
十
九
万
人
分
の
水
を
供
給
し
た
。

�

公
共
施
設
の
復
旧
・
整
備
に
係
る
活
動
と
し
て
は
、
ム
サ
ン
ナ
ー
県
内
の
三
十
六
校
の
学
校
の
整
備
、
三
十
一
か
所
・

合
計
約
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
生
活
道
路
の
整
備
の
ほ
か
、
ウ
ル
ク
遺
跡
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ス
タ
ジ
ア
ム
、
ル
メ
イ
サ

浄
水
場
、
ワ
ル
カ
浄
水
場
、
低
所
得
者
用
住
居
等
六
十
六
か
所
の
補
修
を
実
施
し
、
延
べ
約
四
十
九
万
人
、
一
日
最
大
約

千
百
人
程
度
の
現
地
雇
用
を
創
出
し
た
。

五



お
尋
ね
の
「
費
用
対
効
果
の
算
定
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
陸
上
自
衛
隊
派
遣
当
時
、
自
己
完
結
能

力
が
あ
り
自
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
自
衛
隊
以
外
に
、
現
地
に
お
い
て
安
全
に
活
動
を
実
施
し
得
る
主
体
は
な
か
っ
た

と
認
識
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
現
地
の
治
安
情
勢
等
を
踏
ま
え
れ
ば
、
陸
上
自
衛
隊
の
活
動
は
、
十
分
な
効
果
を
挙
げ
、

イ
ラ
ク
の
復
興
に
大
き
く
貢
献
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

陸
上
自
衛
隊
は
、
安
全
確
保
支
援
活
動
と
し
て
、
平
成
十
六
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
日
ま
で
の
間
及
び
同
年
六

月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
一
日
ま
で
の
間
、
陸
上
自
衛
隊
サ
マ
ー
ワ
宿
営
地
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
軍
に
対
し
、
合
計
約

千
百
七
十
ト
ン
の
水
の
補
給
を
実
施
し
、
ま
た
、
平
成
十
七
年
五
月
五
日
、
負
傷
し
た
韓
国
軍
兵
士
に
対
し
、
ク
ウ
ェ
ー
ト

の
ア
リ
・
ア
ル
サ
レ
ム
基
地
か
ら
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
際
空
港
ま
で
の
間
の
輸
送
を
実
施
し
た
。

な
お
、
御
指
摘
の
「
後
方
支
援
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
全
確
保
支
援
活
動
は
、
法
第
三
条
第
一

項
第
二
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
イ
ラ
ク
の
国
内
に
お
け
る
安
全
及
び
安
定
を
回
復
す
る
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
を

国
連
加
盟
国
に
対
し
て
要
請
す
る
安
保
理
決
議
第
千
四
百
八
十
三
号
又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
政
令
で
定
め
る
国
連
の
総
会
若

し
く
は
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
き
、
国
連
加
盟
国
が
行
う
イ
ラ
ク
の
国
内
に
お
け
る
安
全
及
び
安
定
を
回
復
す
る

六



活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
活
動
は
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

多
国
籍
軍
の
活
動
は
、
安
保
理
決
議
第
千
七
百
二
十
三
号
を
始
め
と
す
る
安
保
理
決
議
に
基
づ
き
イ
ラ
ク
の
安
全
及
び
安

定
の
回
復
や
人
道
復
興
支
援
に
係
る
活
動
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
安
保
理
決
議
に
基
づ
く
活
動
を
行
う
多
国
籍

軍
の
要
員
等
の
輸
送
等
は
、
政
府
と
し
て
、
法
に
規
定
す
る
人
道
復
興
支
援
活
動
又
は
安
全
確
保
支
援
活
動
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
の
認
識
の
下
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
合
意
書
又
は
協
定
」
等
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
連
と
の
間
で
は
、
政
府
は
、
自
衛
隊

に
よ
る
国
連
イ
ラ
ク
支
援
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
た
め
の
空
輸
に
関
す
る
交
換
公
文
を
締
結
し
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
評
価
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
は
、
自
衛
隊
の

七



イ
ラ
ク
派
遣
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
調
査
チ
ー
ム
の
派
遣
結
果
や
、
累
次
イ
ラ
ク
を
訪
問
し
た
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
調

査
結
果
を
含
む
諸
情
報
を
総
合
的
に
分
析
し
た
結
果
、
ム
サ
ン
ナ
ー
県
を
中
心
と
し
た
イ
ラ
ク
南
東
部
等
で
、
自
衛
隊
の
部

隊
等
が
法
に
基
づ
く
対
応
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

ま
た
、
法
第
四
条
の
基
本
計
画
に
定
め
る
対
応
措
置
が
終
了
し
た
と
き
は
、
政
府
は
、
法
第
五
条
第
二
号
に
基
づ
き
、
そ

の
結
果
を
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

八


